
第２回滝沢市農業委員会総会会議録 

 

１ 日時 令和２年８月２４日（月） 午前１０時 

２ 場所 滝沢市役所 ４階 中会議室 

３ 日程 

 日程第  １ 議事録署名人並びに書記の指名について 

日程第  ２ 会期の決定について 

日程第  ３ 業務報告について 

日程第  ４ 議案第 １号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見 

の決定について 

日程第  ５ 議案第 ２号 農用地利用集積計画の策定に対する可否の決定に 

ついて 

日程第  ６ 議案第 ３号 農地のあっせんについて 

 

日程第  ７ 議案第 ４号 令和２年度岩手県農業委員会大会における提案事項 

の決定について 

日程第  ８ 報告第 １号 第１回農政小委員会の報告について 

 

日程第  ９ 報告第 ２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出の確認 

事務報告について 

 

４ 出席委員  農業委員             推進委員 

 １番委員 駿河 信一       齊藤 修 

 ２番委員 太田 豊        藤村 与志夫 

 ３番委員 新田 義修 

 ４番委員 佐藤 恵一郎 

 ５番委員 武田 美紀 

 ６番委員 髙橋 敏彦 

 ７番委員 吉清水 秀明 

 ８番委員 大森 泰英 

９番委員 齊藤 新一 

 

 

５ 欠席委員  なし 

６ 説明のために会議に出席したもの 

        農業委員会事務局 事務局長 田村 範夫 

           〃     総括主査 海老澤 愛 

   〃     主  査 高橋 昂希 



開会時刻 令和２年８月２４日（月） 午前１０時 

 

議長      委員の皆様に申し上げます。暑い方は上着を取られてもかまいません。 

只今の出席農業委員は９名であります。農業委員会等に関する法律第

２７条第３項の規定により、在任委員の過半数に達しておりますので本

総会は成立いたします。 

        なお、本日は推進委員２名が出席しております。 

        日程第１、議事録署名人並びに書記の指名についてお諮り致します。 

        本案件につきましては、会議規則第１１条の規定により、当職よりご

指名することにご異議ございませんか。 

 

        （異議なし) 

 

議長      ご異議なしということでございますのでご指名申し上げます。 

議事録署名人につきましては、３番新田義修委員と４番佐藤恵一郎委

員を指名します。 

        書記には、事務局の海老澤総括主査と高橋主査を指名します。 

        日程第２、会期の決定についてお諮りいたします。 

        本総会の会期は本日１日といたしたいと思いますが､ご異議ございま

せんか。 

 

        （異議なし） 

 

議長      ご異議なしということでございますので､本総会の会期は本日１日と

することに決定いたしました。 

        日程第３、業務報告について事務局より報告させます。 

 

田村事務局長  それでは私の方から業務報告をさせていただきます。議案書は２ペー

ジからとなります。第２回滝沢市農業委員会総会業務報告令和２年７

月１８日から令和２年８月２４日までの分となっております。 

 

         （第３７回総会開催日の翌日以降の業務実績を報告） 

 

議長      それでは議事に入ります。 

        日程第４、議案第１号、農地法第５条の規定による許可申請に対する

意見の決定についてを議題とします。 

事務局より説明させます。 

 

海老澤総括主査 議案第１号、農地法第５条の規定による許可申請に対する意見の決定

についてご説明いたします。 

案件は２件です。議案書は６ぺージをご覧ください。 

         

        （議案書朗読説明） 

 

以上につきまして補足説明いたします。 



整理番号１番は、借受人が住宅を建築するため、貸付人である父親か

らの使用貸借による転用の申出となります。 

申請地は、１０ヘクタール以上の一団の農地の中に存する農地であり、

現在畑として耕作されておりますが、第１種農地の不許可の例外規定に

「住宅等で集落に接続して設置する」ものに該当すると判断し、許可し

ようとするものです。 

資金計画は金融機関からの融資及び父親からの贈与によるものであ 

り、金融機関からは事前相談結果通知において確認しており、父親から

の贈与については確約書により、事業の確実性について確認しておりま

す。 

整理番号２番は、岩手県が実施する都市計画道路整備事業で下鵜飼御

庭田線が拡幅されることに伴い、譲受人が所有し使用していた駐車場等

が、買収により面積が減少することから、現在使用している駐車場に隣

接する農地を駐車場用地として転用するための申出となります。 

当該案件の所有権移転の流れは、まず県が道路拡幅事業のために買収

した面積分の用地を補償しなければならないため、一旦、県が農地を購

入し補償の対象者である今回の転用事業計画者に所有権移転を行うも

のです。土地代金は補償費で相殺するということです。 

なお、県が譲受人となる所有権移転については許可不要となっており

ます。 

申請地は、滝沢市役所からおおむね５００ｍ以内の区域であり、第２

種農地と判断されますが、例外規定の「住宅等で集落に接続して設置す

る」ものに該当すると判断し、許可しようとするものです。 

駐車場を整備するための工事資金計画は全額自己資金によるもので

あり、金融機関からの残高証明書により、事業の確実性について確認し

ております。 

以上で説明を終わります。 

 

議長      今回の現地調査は、駿河信一農業委員、齊藤修推進委員、藤村与志夫

推進委員が行っております。 

本案件の現地調査報告を藤村推進委員にお願いします。 

 

藤村推進委員  推進委員の藤村です。 

令和２年８月１８日に、駿河農業委員、齊藤推進委員及び事務局とで 

現地調査を実施してまいりましたので報告いたします。 

議案第１号整理番号１番について、申請地の位置は、滝沢市立滝沢小

学校から南西に約４００メートルのところにあります。 

周囲の状況は、東側、南側は道路を挟んで農地、西側は農地、北側は

宅地となっておりました。 

給水は上水道、排水は合併浄化槽を使用し、農業用水に影響が少ない

よう配慮した形で行われることを確認いたしました。 

以上について調査の結果、日照について支障はなく、被害防除につい

ても影響はなく、問題はないものと見受けられました。 

続きまして、整理番号２番について申し上げます。申請地の位置は、

滝沢市役所から南に約４００メートルのところにあります。 



周囲の状況は、東側及び北側は農地、西側は道路を挟んで農地、南側

は県道となっておりました。 

駐車場は舗装せず砕石のみということですが、隣接する農業用水路や

水田に砕石が入らないように、境界付近にコンクリート板を埋設すると

いうことです。なお、給水、排水は使用しないということです。 

以上について調査の結果、日照について支障はなく、被害防除につい

ても影響がないよう対応するとのことで、問題はないものと見受けられ

ました。 

以上で、議案第１号整理番号１番及び２番の報告を終わります。 

 

議長      これより質疑に入ります。 

 

        （質疑なし） 

 

議長      よろしいですか。なければ質疑を終了して採決に入ります。 

        議案第１号について、原案のとおり許可相当とすることに賛成の方の

挙手を求めます。 

 

        （挙手全員） 

 

議長      挙手全員であります。 

        よって、議案第１号は原案のとおり許可相当とすることに決定いたし

ました。 

 

議長      日程第５、議案第２号、農用地利用集積計画の策定に対する可否の決

定についてを議題とします。 

事務局より説明させます。 

 

高橋主査    議案第２号、農業経営基盤強化促進法に基づく案件は、利用権設定の

新規が１件となっております。それでは、説明させていただきます。

議案書は１２ページをご覧ください。 

 

（議案書朗読説明） 

 

以上について補足説明させていただきます。 

整理番号１番は、４月総会におけるあっせん申出のあった農地８筆の

うち７筆を借り受ける案件であり、７月２９日に開催されたあっせん

会議を経て、契約に至ったものです。 

なお、あっせん申出のあった残り１筆についてはその農地に隣接して

いる農地の所有者が購入を希望しており、現在調整中でございます。 

以上、整理番号１番は、経営面積・従事日数など、農業経営基盤強化

促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えられます。 

以上で説明を終わります。 

 

議長      本案件の現地調査報告は、齊藤推進委員にお願いします。 



齊藤推進委員  推進委員の齊藤です。それでは、私の方から整理番号１番について、

ご報告申し上げます。 

整理番号１番の農地につきまして、現地はいつでも耕作できる状態で

管理されていることが確認できました。全部効率利用の関係及び地域と

の調和要件についてですが、事務局の説明及び別添農用地利用集積計画

調査書にもございますとおり、今回権利の設定を受ける方が権利を得て

いる農地は、全て耕作されており、保有する機械の能力、農作業に従事

する家族の状況等からみて、耕作の事業に供すべき農地の全てを効率的

に利用できるものと見込まれます。 

以上で、議案第２号の現地調査報告とさせていただきます。 

 

議長      これより質疑に入ります。 

 

        （質疑なし） 

 

議長      よろしいでしょうか。なければ質疑を終了して採決に入ります。 

        議案第２号について、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を

求めます。 

 

（挙手全員） 

 

議長      挙手全員であります。よって議案第２号は原案のとおり決定いたしま

した。 

 

議長      日程第６、議案第３号、農地のあっせんについてを議題とします。 

        事務局より説明させます。 

  

高橋主査    議案第３号、農地のあっせんにつきましては、農地の売渡の案件が１

件となります。議案書は１５ページをご覧ください。 

 

（議案書朗読説明） 

 

議長      暫時、休憩します。 

 

        （１０時２４分休憩） 

        （１０時２８分再開） 

 

議長      休憩前に引き続き、会議を再開します。 

      これより質疑に入ります。 

 

        （質疑なし） 

  

議長      質疑を終了して採決に入ります。 

議案第３号について、あっせんすることに決定してよろしいか、賛

成の方の挙手を求めます。 



 

（挙手全員） 

 

議長      挙手全員であります。 

よって、議案第３号についてはあっせんすることに決定することに

決定いたしました。 

整理番号１番のあっせん委員につきましては、中部地区担当農業委

員１名、推進委員２名の、合わせて３名の方をあっせん委員とするこ

ととし、詳細については農地小委員会で決定した上で、後日改めてお

知らせするということにいたしますが、これにご異議ございませんか。 

 

        （異議なし） 

 

議長      ご異議なしということでございますので、整理番号１番のあっせん委

員につきましては、中部地区の３名の方とし詳細は後日お知らせするこ

とに決定いたしました。 

 

議長      日程第７、議案第４号、令和２年度岩手県農業委員会大会における提

案事項に対する可否の決定についてを議題とします。 

        事務局より説明させます。 

  

海老澤総括主査 議案第４号、令和２年度岩手県農業委員会大会における提案事項に対

する可否の決定について説明させていただきます。議案書は１７ページ

をご覧ください。 

 

（議案書朗読説明） 

 

議長      本案件について、関連がありますので、報告第１号の第１回農政小委

員会の報告について、駿河農政小委員会委員長より報告をお願いします。 

 

駿河農業委員  農政小委員会、委員長の駿河です。 

それでは、私のほうから第１回農政小委員会の結果をご報告します。 

議案書は２４ページをご覧ください。 

 ８月１８日に農政小委員会委員６名及び事務局により、令和２年度岩

手県農業委員会大会における提案事項について、協議いたしました。 

 この案件は、前年度提案及び農業委員・推進委員からの新規の提案を

くわえた案について協議いたしました。 

協議の結果、小委員会において新たに、「女性農業者の資質向上に対

する支援措置」、それから「東日本大震災以後、県外への家畜販売の緩

和措置」、そして「畜舎建築の際の消防法等関係法令の緩和措置」につ

いての３項目を追加し、語句の修正等を行った上で、総会に上程するこ

とが決定しました。 

        以上で報告を終わります。 

 

 



議長      これより質疑に入ります。 

 

        （質疑なし） 

 

議長      よろしいですか。なければ質疑を終了して採決に入ります。 

        議案第４号について、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を

求めます。 

 

        （挙手全員） 

 

議長      挙手全員であります。 

        よって、議案第４号は原案のとおり決定いたしました。 

 

議長      日程第８、報告第１号、第１回農政小委員会の報告については、議案

第４号で報告済みですので省略いたします。 

  

議長      日程第９、報告第２号、農地法第３条の３第１項の規定による届出の

確認事務報告について、事務局より報告させます。 

 

高橋主査    報告第２号、農地法第３条の３第１項の規定による届出の確認事務に

ついて報告します。案件は１件です。議案書は２６ページをご覧くだ

さい。 

 

（議案書朗読説明） 

 

        以上につきましては、添付書類も完備しておりましたので、事務局長

専決により書類を受理し､受理通知書を交付いたしました。以上で報告

を終わります。 

 

議長      以上をもちまして、本日の議事日程はすべて終了しました。 

        これをもって、第２回滝沢市農業委員会総会を閉会いたします。 

 



 

閉会時刻 令和２年８月２４日 午前１０時４８分 

 

 

    議 長                    

 

 

    会議録署名人  ３番委員              

 

 

    会議録署名人  ４番委員              

 

 

 

    これは原本である。 

 

 

    令和２年８月２４日 

 

          滝沢市農業委員会会長  齊 藤 新 一 

 


